
 

 

     

 

 

彩の国リサイクル製品認定制度実施要綱 

 

第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 この要綱は、リサイクル製品の認定及び普及の促進に関し必要な事項を定めることにより

、グリーン購入の推進と廃棄物等の発生抑制、再生利用の促進並びにリサイクル産業の育成を図

り、本県の廃棄物最終処分量（率）の削減とサーキュラーエコノミーの推進に資することを目的

とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号の掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

 （１）廃 棄 物 等  循環型社会形成推進基本法第２条第２項に規定する廃棄物等をいう。 

 （２）循 環 資 源  循環型社会形成推進基本法第２条第３項に規定する循環資源をいう。 

 （３）リサイクル製品  埼玉県内で発生する循環資源を利用した製品であって、埼玉県グリー

ン調達・環境配慮契約推進方針の特定調達物品に該当する製品又は循環

型社会の形成に資すると認められる製品をいう。 

 （４）従 来 製 品  循環資源を原材料に利用していない既存の製品をいう。 

 （５）認 定 事 業 者  第３条の認定を受けた者をいう。 

第２章 認 定 等 

（認 定） 

第３条 埼玉県知事（以下「知事」という。）は、第１条に規定する目的の達成に資するものと認

められ、かつ次の各号に掲げる認定の要件（以下「認定要件」という。）に適合すると認められ

る製品を「彩の国リサイクル製品」（以下「認定製品」という。）として認定することができる。 

（１）従来製品の代わりに使用できること。 

（２）県内で安定的に販売されていること又は申請の日から６月以内に県内で販売されることが

確実であること。  

（３）埼玉県内で発生する循環資源を原材料に使用していること又は埼玉県が関与する廃棄物リ

サイクル拠点である「彩の国資源循環工場」で製造されていること。 

（４）生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造されていること。 

（５）原材料調達、製造、販売、廃棄等において各種法令が遵守されていること。 

（６）別表第１に掲げる認定基準を満たしていること。 

２ 知事は、前項の要件に加えて下記の要件のいずれにも適合するものを認定製品のうち「彩の国

特選リサイクル製品」として認定することができる。 

 （１）認定製品の単価が同等の性能を有する従来製品の単価と比較して同額以下のもの又は同一 

   の仕様（規格）及び性能を有する製品等の単価と比較して同額以下のもの。 

（２）埼玉県内の直営工場で製造されたもの又は埼玉県内に本店若しくは本社を置く会社の直営

工場（県外の直営工場でも可）により製造されたもの。 

 



 

 

     

 

 

（申請等） 

第４条 前条の認定（以下「認定」という。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

彩の国リサイクル製品認定申請書（第１号様式）に必要書類を添付し、別に定める募集期間内に

申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、当該製品を業として製造する製造事業者又は製造、販売に係る形態等を勘案し

実質的な製造事業者と認められる者が行わなければならない。 

３ 募集期間や募集品目等の詳細については、県が別に募集案内を定め、公表する。 

４ 申請者が、当該申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、彩の国リサイクル製品認定

申請取下げ書（第２号様式）を提出しなければならない。 

（申請者の欠格事由） 

第５条 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第

５項第２号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、申請者になることはできない。 

（審査及び認定手続き） 

第６条 知事は、第４条第１項の申請があったときは、第３条に規定する認定要件への適合状況等

に関して必要な審査を行わなければならない。 

２ 知事は、第１３条の規定に基づいて設置する彩の国リサイクル製品認定審査会（以下、「審査

会」という。）の意見を聴いた上で、前項の審査を行うものとする。 

３ 知事は、審査に必要な場合は、申請者に対して追加資料の提出及び追加試験の実施を指示する

ことができる。ただし、この場合の費用は申請者の負担とする。 

４ 知事は、第３条に基づく認定に当たり、特に必要があるものと認められるときは、認定の条件

を付すことができる。 

５ 知事は、第３条に基づく認定をしたときは、申請者に対し彩の国リサイクル製品認定証（第３

号様式）を交付するとともに、その旨を公表するものとする。 

（有効期間） 

第７条 認定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、認定の日から起算して３年を経過した

日の属する年度の末日までとする。ただし、再度認定を受けることを妨げない。 

２ 認定事業者が再度認定を受けるときは、有効期間が満了する年度の募集期間中に、彩の国リサ

イクル製品認定申請書（第１号様式）により、知事に認定の更新を申請しなければならない。 

３ 前条の規定は、前項の認定の更新について準用する。 

４ 第１項ただし書きにより再度認定を受けたときは、当該認定日の前日をもって従前の有効期間

が満了したものとみなす。 

（変更申請等） 

第８条 認定事業者は、別表第２に掲げる変更が生じたときは、速やかに彩の国リサイクル製品認

定変更申請書（第４号様式）により、その旨を知事へ申請し、審査を受けなければならない。た

だし、別表第３に掲げる軽微な変更が生じたときは、事由発生日から３０日以内に彩の国リサイ

クル製品認定変更等届出書（第５号様式）により、その旨を知事へ届け出ることとする。 

  認定事業者について、相続、合併又は分割（当該認定に係る事業の全部を承継させる場合に限



 

 

     

 

 

る。以下この項において同じ。）があったときは、相続人（相続人が二人以上ある場合において

、その全員の同意により当該認定事業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者）

、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該認定事業を承継した

法人は、認定事業者の地位を承継する。この場合において、認定事業者の地位を承継した者は、

継承した日から３０日以内に彩の国リサイクル製品認定変更等届出書（第５号様式）により、そ

の旨を知事に届け出なければならない。 

２ 第１項の審査は第４条から第６条までの規定を準用する。 

３ 第１項の変更認定を受けたときの有効期間は、従前の有効期間の残存期間とする。（認定の辞

退の届出） 

第９条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、彩の国リサイクル製品認定辞退届

出書（第６号様式）により遅滞なく認定の辞退を知事へ届け出なければならない。 

（１）認定製品が認定要件に適合しないこととなるとき。 

（２）認定事業者が第６条第４項の認定の条件を履行できなくなったとき。 

（３）認定事業者が認定製品の製造を廃止するとき。 

２ 前項の規定のほか、認定事業者は特別の事情がある場合は、彩の国リサイクル製品認定辞退届

出書（第６号様式）により、認定の辞退を届け出ることができる。 

（認定の取消し） 

第１０条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。 

（１）認定製品が認定要件に適合しなくなったとき。 

（２）認定事業者が不正な手段により認定を受けたとき。 

（３）認定事業者が第５条の申請者の欠格事由に該当したとき。 

（４）認定事業者が正当な理由なく第６条第４項の認定の条件を履行しなかったとき。 

（５）認定事業者が第８条第１項及び前条第１項の規定に違反したとき。 

（６）認定事業者が第１４条第１項の規定による報告をしなかったとき並びに、正当な理由なく

職員による立ち会い、調査、質問等に応じなかったとき。 

（７）その他知事が特に必要と認めるとき。 

（８）前条の規定により、認定の辞退の届出があったとき。 

２ 知事は、前項の認定の取消しを行うときは、必要に応じ審査会の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、第１項の認定の取消しを行ったときは、彩の国リサイクル製品認定取消し通知書（第

７号様式）により定事業者に通知するとともに、認定事業者の同意を得た上で、速やかに公表す

るものとする。 

４ 認定事業者は、前項の通知があったときは、速やかに認定証を返還しなければならない。  

５ 第１項第１号から第７号までの規定により認定を取り消された者は、当該取消しのあった日か

ら起算して５年を経過した後でなければ、第４条第１項の申請を行うことができない。 

６ 第１項の規定による認定の取消により損失が生じた場合は、当該認定を取り消された者がその

責めを負うものとする。 

 



 

 

     

 

 

第３章 県及び認定事業者の責務 

（県の責務） 

第１１条 県は、物品等の購入において目的を満足し得る認定製品があるときは、当該製品を積極

的に使用するよう努めるものとする。 

２ 県は、市町村に対し、認定製品の積極的な使用に配慮するよう協力を求めるものとする。 

３ 県は、認定製品の使用と普及拡大を図るため、県民及び事業者、関係機関等に対し、認定製品

に関する情報提供に努めるものとする。 

（認定事業者の責務） 

第１２条 認定事業者は、認定製品の品質、安全性等を維持するため品質管理計画を作成し、その

計画に基づき認定要件への適合状況を定期的に確認しなければならない。 

２ 認定製品の流通、販売過程において、消費者等との間で認定製品の品質、安全性等に関する問

題が発生したときは、直ちに県に報告するとともに認定事業者が自らの責任においてその処理を

行わなければならない。 

３ 認定事業者は、各年度の４月３０日までに、前年度の認定製品の販売実績を彩の国リサイクル

製品販売実績報告書（第８号様式）により知事へ報告しなければならない。 

第４章 審査会 

（設 置） 

第１３条 知事は、第６条第２項、第８条第１項及び第１０条第２項の規定による意見を聴取する

ため、審査会を設置する。 

２ 前項の規定による審査会の構成・運営については別に定める。 

第５章 報告の徴収等 

（報告の徴収等） 

第１４条 知事は、この要綱の施行に必要な限度において、認定事業者若しくは認定事業者に対し

て循環資源を供給する者（以下「認定事業者等」という。）から認定製品の製造等の方法その他

必要な事項に関し報告を求め、又は認定事業者等の同意を得た上で、その職員に、認定事業者等

の事務所若しくは事業場に立ち入り、認定製品の製造等の状況に関し、設備、帳簿、書類その他

の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

第６章 雑則 

（表 示） 

第１５条 認定事業者は、認定製品に別に定める認定マーク及び認定を受けた旨の表示又はそのい

ずれかを付すことができるが、「景品表示法」に定める不当表示とならないよう配慮すること。 

２ 何人も、認定製品以外の製品に認定マーク若しくは認定を受けた旨の表示又はこれと誤認する

表示を付してはならない。 



 

 

     

 

 

（庶 務） 

第１６条 この要綱に関する事務は、埼玉県環境部資源循環推進課において処理する。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和 ３年 ３月１５日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和 ３年１１月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ７年１０月１０日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 認定基準 

区  分 認定基準 

１ 安全性 （１） 

特別管理廃棄物 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和２４年法律第１３７

号）第２条第３項に規定する特別管理一般廃棄物並びに同条第５

項に規定する特別管理産業廃棄物を原則として原材料に使用して

いないもの。 

※例外：特別管理一般（産業）廃棄物を原材料とする場合で

も、原材料の無害化に特段の配慮がなされ、製造される製品が

安全であることが認められる場合は認定することができる。 

（２） 

有害物質 

ア）環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項の規

定による土壌の汚染に係る環境基準（溶出量）に適合するこ

と。 

イ）土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）

第３１条第２項（含有量）の規定による基準に適合している

こと。 

ウ）溶融スラグに関しては、「ＪＩＳ Ａ５０３１一般廃棄物、

下水道汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート



 

 

     

 

 

用溶融スラグ骨材」又は「ＪＩＳ Ａ５０３２一般廃棄物、下

水道汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラ

グ」の有害物質の溶出量及び含有量の基準に適合すること。 

（３） 

ダイオキシン類 

 ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）

第７条の規定によるダイオキシン類による土壌の汚染に係る環

境基準に基づいて実施する測定の結果が２５０pg－TEQ／ｇ未満

であること。 

（４） 

石綿 

ア）原材料に廃石綿等及び石綿含有廃棄物を含まないこと。 

イ）製品が石綿含有廃棄物に該当しないこと。 

（５）  

放射性物質 

製品の放射性セシウム濃度が１００Bq/kg 以下であること。 

２ 品質 ア）埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針の特定調達品

目の判断の基準等に適合していること。 

イ）埼玉県土木工事共通仕様書の各項目に適合すること又は埼

玉県建築・電気設備・機械設備工事特別共通仕様書第１章１

節で適用する標準仕様書各章に規定する材料に適合するこ

と。 

ウ）ア、イに該当しない場合は以下の基準を満たしていること。

又は同等以上の品質を有すること。※  

 ・日本産業規格（JIS） 

 ・日本農林規格（JAS） 

 ・エコマーク認定基準 

 ・上記以外の公的機関等が定める基準又は類似製品の基準 

３ 循環資源の利用割合 ア）埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針の特定調達品

目の判断の基準に循環資源の利用割合が示されている場合は

その基準を満たしていること。 

イ）アに該当しない場合は原則として公的機関等が定める他の

基準又は類似製品の基準によるものとする。 

備考 原則として、埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針の特定調達品目に該当する製品で

あること。 

   上記に該当しない場合、事前に埼玉県環境部資源循環推進課に相談すること。 

   （※）JIS、JAS、エコマーク等の規格適合の認証・認定を取得していない場合にあっては、 

   その取得に努めること。 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

別表第２（第８条第１項関係） 変更申請事項 

項  目 変更の内容（申請事項） 

１ 規   格  認定製品の規格を変更し、又は追加しようとするとき。 

（ただし、試験等を必要としない軽微な変更の場合は届出とする。） 

２ 製造事業所  認定製品の製造事業所を移転し、又は追加しようとするとき。 

３ 原   料  循環資源の使用割合の変更や原料を追加、又は変更しようとするとき

。 

４ そ の 他  認定製品の安全性、品質に影響があると認められる変更をしようとす

るとき。 

備考  規格の変更とは、認定製品の使用目的、規格寸法の大幅な変更の他、認定基準に対する適

合性を各種書類や現地確認、試験結果等により確認する必要のある場合をいう。 

    認定の条件が付されている場合は、当該条件の履行に関連する事項の変更は認めない。 

 

別表第３（第８条第１項関係） 変更届出事項 

項  目 変更の内容（届出事項） 

１ 認定事業者  認定事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはそ

の代表者の氏名を変更するとき。 

２ 製 品 名  認定製品の製品名を変更するとき。 

３ 規  格  認定製品の規格を変更（試験等を必要としない軽微な変更に限る）する

とき。 

４ 製造事業所 （１）認定製品の製造事業所の名称を変更するとき。 

（２）住居表示の変更等により、認定製品の製造事業所の所在地の表示が

変更されるとき。 

５ 原  料  認定製品の一部の原料の利用を止めるとき。 

（安全性、品質に影響が無いと認められる場合） 

６ 利用割合  認定製品の原料となる循環資源の利用割合を、認定基準に適合する範囲

で変更するとき。（安全性、品質に影響が無いと認められる場合） 

備考  認定の条件が付されている場合は、当該条件の履行に関連する事項の変更は認めない。 


